
負担割合
3割

下記の①②の両方に該当する人 
①本人の合計所得金額が 220 万円以上 
②同じ世帯にいる 65 歳以上の人の
　「年金収入+その他の合計所得金額」が 
　・単身世帯：340 万円以上
　・2人以上世帯：463 万円以上

負担割合
2割

上記（利用者負担が 3割）以外の人で、
下記の①②の両方に該当する人 
①本人の合計所得金額が 160 万円以上 
②同じ世帯にいる 65 歳以上の人の
　「年金収入+その他の合計所得金額」が 
　・単身世帯：280 万円以上
　・2人以上世帯：346 万円以上

負担割合
1割

・上記（利用者負担が 3割・2割）以外の人
・40 ～ 64 歳の人（2号被保険者） 用
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段階 計算基礎 対象者 介護保険料
月額 年額

第 1段階 基準額× 0.375 
（基準額× 0.45）

・生活保護を受けている人 
・老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の人 
・住民税非課税世帯で 
　前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の人

2,325 円 
（2,790 円）

2万 7,900 円 
（3 万 3,480 円）

第 2段階 基準額× 0.625 
（基準額× 0.75）

住民税非課税世帯で 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 
80 万円を超えて 120 万円以下の人

3,875 円 
（4,650 円）

4万 6,500 円 
（5 万 5,800 円）

第 3段階 基準額× 0.725 
（基準額× 0.75）

住民税非課税世帯で 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 120 万円を超える人

4,495 円 
（4,650 円）

5万 3,940 円 
（5 万 5,800 円）

第 4段階 基準額× 0.90 本人が住民税非課税者で、世帯の誰かに住民税課税者が居る場合、 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 80 万円以下の人 5,580 円 6 万 6,960 円

第 5段階 基準額 本人が住民税非課税者で、世帯の誰かに住民税課税者が居る場合、 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 80 万円を超える人 6,200 円 7 万 4,400 円

第 6段階 基準額× 1.20 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 120 万円未満の人 7,440 円 8 万 9,280 円

第 7段階 基準額× 1.30 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の人 8,060 円 9 万 6,720 円

第 8段階 基準額× 1.50 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の人 9,300 円 11 万 1,600 円

第 9段階 基準額× 1.70 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 300 万円以上の人 1万 540 円 12 万 6,480 円

※第 1～ 3段階の（　）内は平成 30 年度（2018 年度）の保険料です。
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平成 30 年（2018 年）～令和 2年（2020 年）の介護保険料の基準額
月額 6,200 円
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